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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ブロックごとに符号化された音声信号受信機用の音量制御装置であって、この受信機は、
不連続伝送によって送られた信号の受信に適し、受信したブロックの受け入れ可能性また
は不可能性に関する推定手段（２）を含み、
この装置（５）は受け入れ不可能なブロックを受信した場合に音量の低減を指令する手段
を含む装置であって、この装置は、
前記推定の結果によって、受信信号が前記不連続伝送によって送られた信号であるかどう
か検出するためのいわゆる検出手段（１０）と、
これを検出した場合には音量の復元を指令する手段（１１）とを含むことを特徴とする装
置。
【請求項２】
前記検出手段は、
不連続伝送で用いられた構成に対応し、受け入れ不可能なブロックと可能なブロックとが
連続するシーケンスの検出手段を含むことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
前記検出手段は、
十分な数の受け入れ可能なブロックのシーケンスを受信した後で、受け入れ不可能なブロ
ック受信を検出する手段を含むことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項４】
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さらに、受け入れ不可能な連続ブロックのシーケンスまたは、受け入れ可能なブロックと
受け入れ不可能なブロックとが連続するが、受け入れ不可能なブロックが支配的であるシ
ーケンスの検出手段（８）を含むこと、また前記音量低減指令手段（９）はこのようなシ
ーケンスを検出した場合に作動されることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に
記載の装置。
【請求項５】
さらに、
受け入れ可能な連続ブロックシーケンスまたは、受け入れ可能なブロックと受け入れ不可
能なブロックとが連続するが、受け入れ可能なブロックが支配的であるシーケンスを検出
する手段（６）と、
このようなシーケンスを検出した場合に音量の復元を指令する手段（７）とを含むことを
特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
前記シーケンス検出手段（６、８）は、受け入れ不可能なブロックを重視する手段を含む
ことを特徴とする請求項４または５に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は一般に音声（スピーチ）信号のデジタル伝送システムに関し、特に、送信におい
て伝送量を低減する符号化を行い、受信において対応する復号化を行うコードレス電話シ
ステムに関する。
【０００２】
本発明は特に、前記伝送量を低減する符号化が既知の方法で構成されたブロックごとのい
わゆる符号化であり、音声信号の特性が安定しているとみなされる所定の時間スロット（
一般に２０ｍｓ）でこれらの音声信号を代表するパラメータを抽出し、信号自体よりもむ
しろこれらのパラメータをブロックまたはコードレス電話通信フレームと呼ばれるエンテ
ィティに伝送するシステムに関する。
【０００３】
さらに本発明は、受信したブロックの受け入れ可能性または不可能性に関する推定を受信
時に行うシステムに関し、（受信時に既知の方法で判別される）伝送品質が不十分である
ので受信ブロックが受け入れ不可能であると推定することができる。
【０００４】
【従来の技術】
国際特許出願ＷＯ９４／２９８４９号に記載されているように、受け入れ不可能であると
推定されたブロックを、受け入れ可能であると推定された先行ブロックでこれらのブロッ
クを補間して得られたブロックと交換し、それと並行して音量を下げ、ブロックがずっと
受け入れ不可能である場合は、一定時間経過後にこの音量を完全に切ることが知られてい
る。
【０００５】
本発明は、いわゆる不連続伝送技術（DTX : Discontinuous Transmission）によって伝送
される信号の受信に適するブロックごとに符号化した音声信号受信機の音量制御装置を提
供することを目的とする。
【０００６】
本発明は特に、このような受信機への伝送にこうした不連続伝送技術を実施する場合でも
、しない場合でも同様に機能することができるブロックごとに符号化した音声信号の受信
機の音量制御装置を提供することを目的とする。
【０００７】
不連続伝送技術は、たとえば特にＧＳＭシステムなどのセルラーシステムの干渉レベルを
下げるためのものである。受信時に通信の切断と思わせないためのいわゆる「快適」雑音
でなければ、音声作用がない場合はいかなる情報も伝送しないことからなるが（これは以
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下に述べる「空き」ブロックの伝送と同等に扱われる）、快適雑音の伝送量は音声情報の
伝送量よりもずっと小さい。
【０００８】
かくして、たとえばＧＳＭシステムなどの移動無線通信システムでは、快適雑音に対応す
るブロックは、マルチフレーム構造の「ＳＩＤ」フレーム（Silence Description frames
）と呼ばれる所定のフレームで伝送され、このマルチフレーム構造の他のフレームは「空
き」ブロックである（ここでは、フレームおよびマルチフレームという表現は、このよう
なシステムにおける伝送に用いられる時分割マルチプレクス構造を示す）。
【０００９】
このような不連続伝送技術についてさらに詳しく知るには、たとえば Michel MOULY およ
びMarie-Bernadette PAUTET 著「GSM System for Mobile Communications（移動通信のた
めのGSM システム）」（ISBN;2- 9507190-0-7 ）を参照することができよう。
【００１０】
ＳＩＤフレーム以外のフレームに対応する「空き」ブロックは、受け入れ不可能なブロッ
クとみなされ、補外によって、先行するＳＩＤフレームで伝送された快適雑音に代えられ
る。しかしながら、受け入れ不可能なブロックの場合に音量を低減さらには遮断する上記
の型の受信機では問題が生じ、その場合、快適雑音の復元が最適ではないために聴取性を
最適化することができない。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は特に、このような欠点を解消するものである。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
このため本発明が目的とする装置は、ブロックごとに符号化された音声信号受信機用の音
量制御装置であって、この受信機は、不連続伝送によって送られた信号の受信に適し、受
信したブロックの受け入れ可能性または不可能性に関する推定手段を含み、この装置は受
け入れ不可能なブロックを受信した場合に音量の低減を制御する手段を含む装置であって
、この装置は、
－前記推定の結果によって、受信信号が前記不連続伝送によって送られた信号であるかど
うか検出するためのいわゆる検出手段と、
－これを検出した場合には音量の復元を指令する手段とを含むことを主として特徴とする
。
【００１３】
本発明の他の目的ならびに特徴は、添付図面に関する下記実施形態の説明を読むことによ
り明らかになろう。
【００１４】
【発明の実施の形態】
図１において、
－ブロックごとに符号化された音声ブロックＳを受信するデコーダ１と、
－符号化された同じ音声ブロックＳを受信し、これらの音声ブロックの受け入れ可能性ま
たは不可能性について推定を行い、受け入れ不可能なブロックと推定した場合にはデコー
ダ１におけるブロックの補間または補外プロセスの実施を制御する手段２と、
－デコーダ１からの信号をＤ－Ａ変換器４を通過した後で受信するスピーカ３と、
－スピーカ３のための音量制御装置５であって、また、受信ブロックの受け入れ可能性ま
たは不可能性に関する情報Ａ／ＮＡを手段２から受取る音量制御装置とが示されている。
【００１５】
本発明による音量制御装置は、図２に示したように、
－受信信号が、不連続伝送によって送られる信号であるかどうか検出する手段１０と、
－これを検出した場合に音量の復元を指令する手段１１とを含み、この復元指令はＣ３で
示されている。
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【００１６】
考慮された実施形態では、制御装置５はさらに、
－受け入れ不可能な連続ブロックのシーケンスまたは、受け入れ可能なブロックと不可能
なブロックとが連続するが、受け入れ不可能なブロックが支配的なシーケンスを検出する
ための手段８であって、このようなシーケンスを検出した場合に作動する手段８と、
－音量の低減を指令する手段９とを含み、この低減指令はＣ２で示されている。
【００１７】
考慮された実施形態では、音量制御装置５はさらに、
－受け入れ可能な連続ブロックシーケンスまたは、受け入れ可能なブロックと受け入れ不
可能なブロックが連続するが、受け入れ可能なブロックが支配的なシーケンスを検出する
ための手段６と、
－このようなシーケンスを検出した場合に音量の復元を指令するための手段７とを含み、
この復元指令はＣ１で示されている。
【００１８】
この実施形態において、シーケンス検出手段６または８は、受け入れ不可能なブロックを
重視する手段をさらに含むが、これは特に図示されていない。
【００１９】
一般に、音量の復元というのは、音量が予め下げられている場合は通常値に戻し、予め下
げられていない場合は音量を通常値に維持することを示す（通常値は、たとえば、ユーザ
ーが音量調節できる場合にはユーザーが選択する値である）。
【００２０】
図２に示された制御装置は、たとえば、図３に示されたアルゴリズムに従って操作を行う
データ処理プロセッサを用いて構成される。
【００２１】
このアルゴリズムは、以下のような変数を用いる。
【００２２】
－Ｖ１：不連続伝送に用いられる構成に対応し、受け入れ不可能なブロックと受け入れ可
能なブロックとが連続するシーケンスを検出する変数
－Ｖ２：受け入れ可能であると推定された受信連続ブロックをカウントする変数
－Ｖ３：受信した連続ブロックのシーケンスにおいて支配的な受け入れ可能なブロックの
数値または受け入れ不可能なブロックの数値をカウントする変数
このアルゴリズムはまた、以下のようなパラメータを用いる。
【００２３】
－Ｓ１：不連続伝送の存在下にあるかどうか、従って音量を復元するかどうか判別するた
めに変数Ｖ１と比較する閾値
－Ｓ２：変数Ｖ２と比較する閾値
－Ｓ３：音量を下げるかどうか判別するために変数Ｖ３と比較する閾値
－Ｓ４：音量を復元するかどうか判別するために変数Ｖ３と比較する閾値
－ＩＮＣ１：受け入れ不可能なブロックを受信した場合に変数Ｖ３を増分する値
－ＩＮＣ２：受け入れ可能なブロックを受信した場合に変数Ｖ３を増分する値で、この例
では受け入れ不可能なブロックを重視するためにＩＮＣ２＜ＩＮＣ１である。
【００２４】
－Ｐ1 ：受け入れ不可能なブロックを受信した場合に変数Ｖ１を増分する値
－Ｐ2 ：不連続伝送において、いわゆる快適雑音の伝送専用位置で受け入れ可能なブロッ
クを受信した場合に変数Ｖ１を増分する値で、この例ではＰ２＞Ｐ１である。
【００２５】
限定的ではないが、特にＧＳＭシステムに適用した場合の一例として、以上のように定義
した各種パラメータは次の値をとることができる。
【００２６】
Ｓ１＝２０、Ｓ２＝１６、Ｓ３＝１６、Ｓ４＝０、
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ＩＮＣ１＝２、ＩＮＣ２＝１、
Ｐ１＝１、Ｐ２＝１０
このアルゴリズムによれば、
－受信ブロックが受け入れ不可能なブロックである場合、
変数Ｖ２を再初期化し、次に変数Ｖ１が閾値Ｓ１よりも小さいかどうか判別し、
・変数Ｖ１が閾値Ｓ１未満である場合は値Ｐ１で変数Ｖ１を増分してから、変数Ｖ１が閾
値Ｓ１以上であるかどうか判別し、
・・変数Ｖ１が閾値Ｓ１以上である場合は、そこから不連続伝送があると推論して音量を
復元し、
・・・変数Ｖ１が閾値Ｓ１未満である場合は、変数Ｖ３が閾値Ｓ３未満であるかどうか判
別し、
・・・・変数Ｖ３が閾値Ｓ３未満である場合は、値ＩＮＣ１で変数Ｖ３を増分してから、
変数Ｖ３が閾値Ｓ３以上であるかどうか判別し、
・・・・・変数Ｖ３が閾値Ｓ３以上である場合は、音量を小さくする（このようにして音
量が予め既に下げられている時は、場合によっては音量を切るまで続ける）。
【００２７】
－受信ブロックが受け入れ可能なブロックである場合、
変数Ｖ２が閾値Ｓ２未満であるかどうか判別し、
・変数Ｖ２が閾値Ｓ２以上の場合は、値Ｓ１で変数Ｖ１を再初期化し、そうでない場合は
変数Ｖ２を増分してから、受信した受け入れ可能なこのブロックが、不連続伝送における
快適雑音の伝送専用位置すなわち、たとえばＧＳＭシステムでは「ＳＩＤ」フレームの位
置にあるかどうか判別し、
・・受信した受け入れ可能なこのブロックが、不連続伝送における快適雑音の伝送専用位
置にない場合、変数Ｖ１を再初期化し、
・・・受信した受け入れ可能なこのブロックが、不連続伝送における快適雑音の伝送専用
位置にある場合、値Ｐ２で変数Ｖ１を増分し、次に変数Ｖ１が閾値Ｓ１以上であるかどう
か判別し、
・・・・変数Ｖ１が閾値Ｓ１以上である場合は、変数Ｓ１－Ｐ１で変数Ｖ１を再初期化す
る。
【００２８】
－さらに、受信ブロックが受け入れ可能なブロックである場合、
値ＩＮＣ２で変数Ｖ３を減分し、次に変数Ｖ３が閾値Ｓ４以下であるかどうか判別し、
変数Ｖ３が閾値Ｓ４以下である場合は、音量を復元する。
【００２９】
したがって、
－受け入れ不可能なブロックを連続受信したシーケンスの場合、これらのブロックのそれ
ぞれに対して、図３に示されたようなアルゴリズムの経路Ｂ１～Ｂ７を連続して通過し、
受け入れ不可能な連続ブロックの数値が閾値（この場合にはＳ３）を超える場合にのみ経
路Ｂ８を進み、音量の低減を行う。
【００３０】
－受け入れ可能なブロックを連続受信したシーケンスの場合、これらのブロックのそれぞ
れに対して、アルゴリズムの経路Ｂ１０、Ｂ１１、Ｂ１２を連続して通過し、この受け入
れ可能な連続ブロックの数値が閾値（この場合にはＳ４）を超える場合にのみ経路Ｂ１３
を進み、音量の復元を行う。
【００３１】
－連続受信したブロックのシーケンスが、受信可能なブロックと受信不可能なブロックと
を輪番に含む場合、このシーケンスを支配するブロックの型（すなわち受け入れ可能か受
け入れ不可能か）に応じて前記経路のいずれかを輪番にたどり、得られたブロックの数値
が所定の閾値を超える場合、音量を下げるかまたは音量を復元することができよう。
【００３２】
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さらに、不連続伝送の有無の検出は、不連続伝送に用いられる構成に対応する受け入れ不
可能および受け入れ可能な連続ブロックのシーケンスを以下の方法で検出することにより
得られる。
【００３３】
たとえば、このような不連続伝送の枠内で受信した第一ブロックが、この伝送に対して考
慮すべきマルチフレーム構造の第一フレームに伝送される「空き」ブロックであると仮定
すると、
－第一マルチフレームの、快適雑音伝送専用ではない複数の第一位置（すなわちフレーム
）で受信した「空き」ブロックの各々に対しては、このアルゴリズムの経路Ｂ１、Ｂ２、
Ｂ３、Ｂ４を通過し、
－第一マルチフレームの、次の快適雑音伝送専用位置（たとえばＧＳＭシステムの場合に
は「ＳＩＤ」フレーム）で受けたブロックに対しては、アルゴリズムの経路Ｂ１０、Ｂ１
５～Ｂ２０をたどる。
【００３４】
－第一マルチフレームの、快適雑音伝送専用ではない次の第一位置で受けた「空き」ブロ
ックに対しては、アルゴリズムの経路Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４、Ｂ９を連続してたどり、
音量を復元する。
【００３５】
－第一マルチフレームの、快適雑音伝送専用ではない次に続く複数の位置で受信した「空
き」ブロックに対しては、これらのブロックの各々に対して、アルゴリズムの経路Ｂ１、
Ｂ２、Ｂ１４をたどり、この場合は音量を再補正しない。
【００３６】
－次に続く複数のマルチフレームそれぞれの、快適雑音伝送専用ではない複数の位置で受
けた「空き」ブロックに対しては、これらのブロックの各々に対してアルゴリズムの経路
Ｂ１、Ｂ２、Ｂ１４をたどり、次に続く複数のマルチフレームそれぞれの、快適雑音伝送
専用位置で受けたブロックに対しては、アルゴリズムの経路Ｂ１５～Ｂ２０をたどり、こ
の場合も音量を再補正しない。
【００３７】
さらにこの実施形態では、不連続伝送検出は、十分な数の受け入れ可能なブロックのシー
ケンスを受信した後で、受け入れ不可能なブロックの受信を検出することにより得られる
。実際、このような場合には、不連続伝送が確かに存在するとみなされ、従って音量の低
減は避けられる。
【００３８】
このため、こうしたシーケンスの受け入れ可能なブロックの数値が閾値（この場合はＳ２
）を超える場合、アルゴリズムの経路Ｂ１０とＢ１５をたどり、次に経路Ｂ２１を通過し
、ここで変数Ｖ１を値Ｓ１にする。
【００３９】
かくして、次に受信した受け入れ不可能なブロックの各々に対し、アルゴリズムの経路Ｂ
１、Ｂ２、Ｂ１４をたどり、従って音量は、アルゴリズムの経路Ｂ１～Ｂ８を通過した場
合のように低減される恐れはない。
【００４０】
不連続伝送の有無にかかわらず機能するこの実施形態では、受け入れ不可能なブロックを
一個受信するだけでは音量低減を指令することはできない。しかしながら、不連続伝送の
存在下にはないと予めわかっている場合、あるいは、不連続伝送技術が用いられていない
場合は、受け入れ不可能なブロックを一個受信するだけで音量低減を選択することができ
る。
【００４１】
この実施形態では逆に、受け入れ可能なブロックを一個受信するだけでは音量は復元され
ないが、受け入れ可能な連続ブロックのシーケンスまたは、受け入れ可能なブロックと受
け入れ不可能なブロックとが連続するが、受け入れ可能なブロックが支配的なシーケンス
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では聴取性はさらに改善される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による音量制御装置が協働する、ブロックごとに符号化された音声信号受
信機のさまざまな要素を概略的に示す図である。
【図２】本発明による音量制御装置の一実施形態の一般図である。
【図３】図２に示された音量制御装置の機能アルゴリズムの一例を示す図である。
【符号の説明】
２　推定手段
５　装置
６、８、１０　検出手段
９　音量低減制御手段

【図１】

【図２】

【図３】
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